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  令和元年度 厚生労働科学研究費補助金（肝炎等克服政策研究事業） 
  分担研究報告書(職域肝炎ウイルス陽性者 follow up モデル班) 

 
職域における肝炎検査に関する諸問題の解決と両立支援ガイドの作成 

 
研究分担者：立道 昌幸 東海大学医学部基盤診療学系衛生学公衆衛生学  教授  
研究協力者：古屋 博行 東海大学医学部基盤診療学系衛生学公衆衛生学 准教授 
研究協力者：深井 航太  東海大学医学部基盤診療学系衛生学公衆衛生学 講師 

 
研究要旨：昨年度までの 2年間にて、職域での実際の肝炎検査実施率と陽性率を約 1000
万人の労働者にて明らかにした。その結果、実施率が職域で５％程度であることが判明
し、まだ 10－20 万人の肝炎陽性の労働者がいることが明らかになった。そこで今年度
は、肝炎検査をさらに推進できるように、又、平成 31 年度の労働安全衛生法改正（健
康情報取り扱い規定、104 条の新設）を踏まえて、職域で肝炎検査する場合の同意の取
り方、情報管理のあり方、検査後のフォローとともに、肝炎治療、肝がん治療時の仕事
との両立支援についてのコンセンサス形成を行った。その結果をまとめて、HP 作成を
行い「働く人の肝炎検査と治療ガイド」として公開した。また、職域での肝炎検査促進
に対しては、産業医、産業保健スタッフへの理解が不可欠になるため、産業衛生学会と
の連携を行った。その後、産業医への聞き取り調査から、肝炎検査をウイルス検査とい
う位置づけで単独実施することには、事業所においては抵抗がある点を指摘され、がん
対策の一環として肝炎検査を位置づけ、がん予防、がん検診の枠組みの中で実施するこ
とが、戦略として受け入れやすいという結論に至った。しかし一方で、これまで職域で
は、脳血管疾患、メンタル疾患を主な予防対象としており、がん検診等、がん対策につ
いては、推進してこなかった経緯があった。そのため、職域でがん対策をいかに進める
かのワーキンググループの結果をとりまとめ報告書を学会に提出した。これらは理事会
で承認され、職域でもがん検診を推進していく方向性が得られてことから、職域での総
合的がん対策の一環として、肝炎検査を実施するスキームを構築することとした。 

A. 研究目的 

職域での肝炎検査をどのように実施する

かは、H26-H28 是永班にて、分担研究者であ

った産業医大の川波祥子先生が作成された

HP「肝炎セキュリテイ」にまとめられ、公

開されていた。 

職域での肝炎検査については、肝炎とい

う病気が感染症であり、他者への感染の可

能性があるという点において、差別や不当

な扱いを職場で受ける可能性が指摘されて

いて、特に、事業主も肝炎であることを理

由に採用を控えるなどの不利益が生ずる可

能性があり、入社時健診での実施について

問題を指摘されている。 

また、H31 年 4 月に労働安全衛生法に新

104 条が加わり、健康情報に関する社内規定

を作成することが義務づけられた。そのた

め、職域での肝炎検査後の情報管理のあり

方、検査陽性社員へのアプローチ、検査同

意の取り方、実施方法について、肝炎セキ

ュリテイを up data する形で再度確認作業

を行った。また、検査後の適切なフォロー

アップの仕方、治療する場合の両立支援の

仕方、さらに病態が進んだ肝がん治療の場

合の両立支援についてのガイド作成し、肝

炎検査から治療までシームレスに促進する

ことを目的とした。 

 

B. 研究方法 

１） 肝炎検査情報の取り扱い 

H31 年 4 月に労働安全衛生法に新 104

条が加わり、健康情報に関する社内規
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定を作成することが義務づけられた。

これに伴い、肝炎検査等の安衛法上の

法定外項目の取り扱いについて、また、

同意の取り方について産業衛生学会専

門医レベルの産業医間で協議した。 

２） 日本肝臓学会―日本産業衛生学会連携

フォーラムの開催により、産業衛生学

会として肝炎検査ウイルス検査に関す

る理解を深めた。 

３） 各肝臓専門医に、肝がん治療、栓塞術、

ラジオ波焼却術、手術、分子標的薬に

おける治療法の標準的経過と副作用、

病態調査を行い、必要とされる就業上

の配慮について臨床的見解を収集した。 

４） 肝炎治療においても、同様に経口薬、

インターフェロン治療の標準的経過を

肝臓専門医から意見集取して、就業上

の配慮について意見収集を行った。 

 

C. 研究結果 

１） 肝炎検査実施する場合 

検査実施に関しては、 

① 検査の目的の周知、徹底 

② 結果が社内の誰まで知らされるの

か明らかにすること 

③ 結果は、医療職のみが取り扱うこと 

④ 職域で肝炎実施する場合は、必ずオ

プトインでの自らの参加表明をす

る同意を必要とする。オプトアウト

の同意は不適とする。 

⑤ 検査陽性の場合は、医療職より専門

医を紹介する案内が届くことを含

めて同意を得ること（陽性者を放置

しない） 

⑥ 相談窓口の設置をすることが必要      

であることを確認した。 

 

２） 肝臓専門医―産業衛生学会フォーラム

の開催を通じて、産業衛生学会として

も肝炎検査について、今一度考慮する

機会を得ることができた。 

また、今後職域で肝炎検査を拡大する

には、肝炎検査として単独で実施する

ことについては職域も抵抗感があり、

がん対策の一環として、がん予防の観

点からの実施が受け入れやすいことが

指摘された。 

がん検診も職域での実施の重要性が

示され、H30 年に「職域でのがん検診

に関するマニュアル」が出されたが、

これについて、産業衛生学会から指示

を受けて、産業保健としてのがん対策

の取り組みについてワーキングを立ち

上げ協議した。この報告書を作成して、

広く公開した。 

https://www.sanei.or.jp/images/con

tents/406/CancerscreeningWGreport.

pdf 

この中で、一次予防を総合的に捉えて

推進することで合意を得た。 

 

３） 肝がん治療、肝炎治療それぞれについ

て、標準的な経過をたどった場合の、

副作用の出現時期、就業上の問題点を

整理し、HP 上でまとめ、「働く人の肝

炎検査と治療ガイド」して公開した。 

http://kanen5.med.u-tokai.ac.jp/ 

 

D. 考察 

これまで、職域における肝炎検査につい

ては、様々な課題があった。特に健康情報

取り扱いの部分で課題があったが、104 条の

制定もあり、これまで扱いに苦慮してきた

部分が整理された。 

 特にこの課題が推進できたのは、ストレ

スチェック制度において、産業医、看護職

等医療職のみがストレスチェックの個人情

報にアクセスできる仕組みになったことで、

これと肝炎検査結果を同等の扱いとするこ

とで整理できた。しかし、50 人未満の事業

所では、ストレスチェック自体が実施され

ていないので、この労働者へのアクセスは
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協会健保での支援となる。 

これまで、職域では、がん対策を積極的

には扱ってこなかった経緯があるものの、

H30 年に厚労省から、がん検診に関するマニ

ュアルが出たことから、関心が高まってい

る。その中で、このマニュアルを産業保健

職がどのように受けとめるべきかのワーキ

ングが開催され、議長として産業保健職、

産業医、看護職が積極的に関わるべきであ

るという報告書をとりまとめた。今後、肝

炎検査を肝がんの一次予防という位置づけ

で展開することにより、よりスムーズに職

域での肝炎検査が実施できる可能性を示し

た。 

「働く人の肝炎検査と治療ガイド」では、

これまでの、職域での検査に関わること、

治療に関すること、両立支援に関すること

を全て網羅した形でHP作成を行った。ただ、

今後、これをさらに多く利用できるものす

るには、各方面の意見を取り入れブラッシ

ュアップする必要がある。 

 

E. 結論 

3 年間の研究期間のまとめとして、労働者

全体において肝炎検査が実施されているの

は 5％程度であり、陽性率からまだ、10-20

万人の肝炎ウイルス検査陽性者がいると推

察された。そこで、今年度は、さらに職域

での肝炎検査を推進できるように、安衛法

改正に合わせて、職域で肝炎検査を実施す

る場合の課題、特に同意方法、情報管理、

健康情報取扱者、本人への連絡、陽性の場

合の医療機関への連携等について明確にし

た。また、肝炎治療、肝がん治療と仕事と

両立支援するためのガイドを作成し、普及

させるために HPを作成した。 

 

 

 

F. 政策提言および実務活動 

＜政策提言＞ 

職域での肝炎検査、特に情報管理に関す

る諸問題を明確にしたが、検査促進のため

には、肝炎検査との目的だけでは、事業所

としては実施しにくい面もあるため、職域

でのがん対策の一環として、がんの一次予

防の位置づけで肝炎検査実施を呼びかける

のが適正であることを提言する。 

＜実務活動＞ 

産業保健領域の専門家として、特にがん

の一次予防として肝炎対策活動に取り組み、

会社の社員向けの教育活動を実践してきた。

（今年度は、電気機器関連会社３社の従業

員、産業医向けに実施した） 

神奈川産業保健総合支援センター 相談

員として、「両立支援」に関する産業医研修

会を実施している。（肝疾患から始める両

立支援） 

肝炎検査をがんの一次予防の位置づけと

して定着させため、まずは職域でのがん対

策を産業保健に浸透させることに注力した。

産業衛生学会に対して、産業保健職からの

視点で「職域におけるがん検診マニュアル」 

の効果的な運用を検討するワーキンググル

ープの議長として報告書 2019 年 9 月 12 日

を提出した。 

 

G. 研究発表 

1. 発表論文 

現在投稿中 

 

2. 学会発表 

第92回日本業衛生学会総会  

2019年5月24日 於：名古屋国際会議場 

シンポジウム13  

「職場におけるがん検診を考える」企画 

シンポジスト 

シンポジウム10 

「治療と就労の両立支援」未来の形 

シンポジスト 
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3. その他 

啓発活動 

* 日本医学会連合 加盟学会連携フォーラ

ム治療と仕事の両立支援とは？ 

肝疾患からできること 

2019 年 6月 1 日  

於：京王プラザホテルコンコード A 

* 茨城県の就労支援を考えるワークショッ

プ肝疾患患者の就労支援モデルとして職

域における慢性肝疾患患者への対応（茨

城県産業保健総合支援センター、後援、

茨城県）茨城県県南生涯学習センター 

2020 年 1月 17 日 

 

H. 知的財産権の出願・登録状況 

1. 特許取得  

なし 

2. 実用新案登録  

なし 

3. その他  

なし 
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HP の一部を提示する。 

http://kanen5.med.u-tokai.ac.jp/index.html 
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講演の AGENDA 
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協会健保 茨城支部に配布した資料 
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